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は
じ
め
に

チ
ュ
ニ
ジ
ア
で
二
三
年
に
わ
た
り
大
統
領
を
務
め
て
き
た
ベ
ン
・

ア
リ
ー
政
権
が
崩
壊
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
、
エ
ジ
プ
ト
で
も
反
ム

バ
ー
ラ
ク
抗
議
デ
モ
が
全
土
に
拡
大
し
た
。
デ
モ
開
始
か
ら
一
八
日

経
っ
た
二
月
一
一
日
、
副
大
統
領
の
オ
マ
ル
・
ス
レ
イ
マ
ー
ン
は
、

ム
バ
ー
ラ
ク
大
統
領
が
国
務
に
関
す
る
行
政
（idāra shu

�

ūn al-bilād

）

を
軍
最
高
評
議
会
（al-M

ajlis al-A

�

lā lil- Q
uw

w
āt al-M

usalla ḥa

）

に
委
ね
、
辞
任
し
た
と
発
表
、
以
降
、
憲
法
改
正
、
議
会
選
挙
を
経

て
最
終
的
に
新
大
統
領
が
選
出
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
、
軍
最
高
評
議

会
が
国
政
の
舵
取
り
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
一
月
二
五
日
革
命
）。

ム
バ
ー
ラ
ク
辞
任
の
翌
日
に
は
、
軍
最
高
評
議
会
は
今
後
の
新
し

い
政
治
体
制
の
展
望
を
発
表
、
与
党
国
民
民
主
党
が
議
席
の
八
六
％

を
占
め
る
人
民
議
会
は
解
散
さ
れ
、
三
権
の
な
か
で
は
司
法
の
み
が

停
止
あ
る
い
は
改
編
さ
れ
ず
存
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
軍
は
、
た
び
た
び
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
し

て
政
治
に
介
入
す
る
ト
ル
コ
軍
と
は
異
な
り
、
ご
く
稀
な
事
例
を
除

い
て
政
治
に
は
関
与
し
て
こ
な
か
っ
た
。
新
体
制
の
枠
組
み
作
り
の

過
程
で
、
各
勢
力
の
意
見
の
調
整
が
難
航
し
、
民
政
移
譲
が
遅
れ
る

傾
向
に
あ
る
が
、
軍
最
高
評
議
会
は
で
き
る
だ
け
早
く
民
政
移
管
を

行
う
意
思
を
繰
り
返
し
表
明
し
て
い
る
。
や
が
て
は
政
治
領
域
か
ら

撤
退
し
本
来
の
国
防
の
任
に
戻
っ
て
い
く
軍
が
政
治
の
表
舞
台
に
い

る
革
命
後
の
わ
ず
か
な
時
は
、
そ
の
政
治
に
対
す
る
理
念
、
理
想
と

す
る
国
家
像
を
知
る
上
で
非
常
に
貴
重
な
期
間
で
あ
る
。
本
稿
は
、

ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
か
ら
原
稿
の
執
筆
時
で
あ
る
二
〇
一
一
年
六
月

末
ま
で
を
考
察
の
対
象
と
し
、
軍
最
高
評
議
会
が
描
い
た
新
し
い
エ

特
集
︱

１ 
中
東
か
ら
変
わ
る
世
界

エ
ジ
プ
ト
革
命
以
後
の
新
体
制
形
成
過
程
に
お
け
る

軍
の
役
割

鈴
木
恵
美
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命
連
合
」（I

�

tilāf Shabāb al-T
haw

ra: Coalition of the Y
outh of the 

Revolution

）
を
結
成
し
た＊

１

。
そ
も
そ
も
、
上
記
の
そ
れ
ぞ
れ
の
勢
力

あ
る
い
は
組
織
は
、
指
導
者
個
人
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
従
っ
て
行

動
す
る
傾
向
が
あ
り
、
組
織
内
で
必
ず
し
も
同
じ
理
念
や
考
え
方
を

共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
革
命
連
合
は
、
組
織
と
い
う

よ
り
指
導
者
ら
に
よ
る
、
ゆ
る
や
か
な
連
合
体
と
考
え
る
の
が
適
切

で
あ
ろ
う＊

２

。

一
方
、
組
織
間
の
連
携
が
比
較
的
強
い
連
合
体
も
存
在
す
る
。
そ

れ
が
、
六
月
一
四
日
に
設
立
さ
れ
た
「
エ
ジ
プ
ト
の
た
め
の
国
民
連

盟
」（al-T

a ḥāluf al-W
a ṭanī m

in A
jl M

i ṣr: N
ational Coalition 

for Egypt

）
で
あ
る
。
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
下
で
政
治
活
動
が
認
め

ら
れ
て
い
た
ワ
フ
ド
党
、
明
日
党
、
タ
ガ
ン
ム
ウ
党
、
ナ
セ
リ
ス
ト

党
な
ど
の
既
存
の
政
党
と
、
革
命
後
新
た
に
設
立
さ
れ
た
ム
ス
リ
ム

同
胞
団
を
母
体
と
し
た
自
由
公
正
党
、
元
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
員
が
結

成
し
た
ワ
サ
ト
党
、
イ
ス
ラ
ー
ム
急
進
派
政
党
の
ヌ
ー
ル
党
、
カ

ラ
ー
マ
党
な
ど
を
含
む
計
一
八
の
政
党
で
構
成
さ
れ
て
い
る
（
二
〇

一
一
年
六
月
末
時
点
）。

３
司
法

エ
ジ
プ
ト
の
司
法
は
、
三
権
分
立
を
尊
ぶ
気
風
の
判
事
が
多
く
、

行
政
府
に
対
し
て
比
較
的
自
律
を
保
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
権
威
主
義
政
権
に
お
い
て
は
、
最
高
憲
法

裁
判
所
や
行
政
裁
判
所
が
出
す
判
決
が
、
堅
固
な
権
威
主
義
政
権
の

支
配
に
抵
抗
す
る
唯
一
の
合
法
的
手
段
で
あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
政
権
に
と
っ
て
不
利
な
判
決
は
必
ず
し
も
履
行
さ
れ

ず
、
し
ば
し
ば
政
府
に
よ
っ
て
黙
殺
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ム

バ
ー
ラ
ク
政
権
の
後
期
に
な
る
と
、
二
〇
〇
五
年
に
実
施
さ
れ
た
議

会
選
挙
の
不
正
を
告
発
し
て
罷
免
さ
れ
た
判
事
を
擁
護
し
よ
う
と
、

法
曹
界
全
体
で
政
府
と
対
峙
す
る
な
ど
、
行
政
府
の
介
入
に
強
く
抵

抗
す
る
姿
勢
が
一
段
と
顕
著
と
な
っ
て
い
た
。
ム
バ
ー
ラ
ク
辞
任
後

に
素
早
く
旧
政
権
の
不
正
を
排
除
し
よ
う
と
立
ち
上
が
っ
た
の
も
ま

た
司
法
で
あ
っ
た
。

Ⅱ
新
体
制
形
成
過
程
に
み
る

各
ア
ク
タ
ー
の
関
係

ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
直
後
か
ら
、
Ⅰ
章
で
あ
げ
た
各
ア
ク
タ
ー
は

新
し
い
体
制
作
り
に
向
け
動
き
始
め
た
。
以
下
で
は
、
１
に
お
い
て

政
策
の
決
定
過
程
に
お
け
る
各
ア
ク
タ
ー
の
関
係
を
示
し
、
２
で
は

国
民
と
軍
が
共
有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
る
。

ジ
プ
ト
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
新
し
い
政
治
制
度
の
構
築
過
程
に

お
け
る
軍
最
高
評
議
会
の
果
た
す
役
割
を
考
察
す
る
。

Ⅰ
政
策
決
定
の
ア
ク
タ
ー

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
新
し
い
体
制
作
り
に
お
い
て
重
要

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ア
ク
タ
ー
の
概
略
を
述
べ
る
。

１
軍
最
高
評
議
会

軍
最
高
評
議
会
は
ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
に
よ
り
、
に
わ
か
に
注
目

を
浴
び
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
評
議
会
は
、
四
軍
の
最
高
司
令
官
で

あ
る
共
和
国
大
統
領
の
も
と
、
参
謀
総
長
を
は
じ
め
と
す
る
陸
海
空

の
参
謀
や
司
令
官
な
ど
計
一
八
名
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
緊
急
時
に

の
み
召
集
さ
れ
て
き
た
。

一
月
二
五
日
に
始
ま
る
抗
議
デ
モ
を
受
け
て
招
集
さ
れ
た
最
初
の

軍
最
高
評
議
会
は
、
ム
バ
ー
ラ
ク
が
辞
任
す
る
前
の
二
月
九
日
で
、

大
統
領
が
臨
席
し
て
開
催
さ
れ
た
。
ム
バ
ー
ラ
ク
辞
任
後
の
二
月
一

一
日
以
降
は
大
統
領
不
在
の
状
態
で
、
元
帥
で
国
防
大
臣
の
ム
ハ
ン

マ
ド
・
フ
セ
イ
ン
・
タ
ン
タ
ー
ウ
ィ
ー
が
議
長
を
務
め
て
い
る
。
タ

ン
タ
ー
ウ
ィ
ー
は
一
九
三
五
年
生
ま
れ
で
ヌ
ビ
ア
系
の
先
祖
を
持
つ

と
い
わ
れ
、
一
九
五
六
年
に
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
、
一
九
九
一
年

か
ら
国
防
大
臣
、
一
九
九
三
年
か
ら
は
軍
の
元
帥
に
就
い
て
い
る
。

二
〇
年
と
い
う
長
期
に
わ
た
っ
て
ム
バ
ー
ラ
ク
が
タ
ン
タ
ー
ウ
ィ
ー

を
国
防
大
臣
に
任
じ
て
い
た
の
は
、
空
軍
出
身
の
ム
バ
ー
ラ
ク
が
、

自
身
の
基
盤
と
す
る
空
軍
の
約
八
倍
近
く
の
要
員
規
模
を
持
つ
陸
軍

を
掌
握
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
観
測
で
あ
る
。

ム
バ
ー
ラ
ク
は
最
終
的
に
軍
に
引
導
を
渡
さ
れ
る
形
で
辞
任
し
て
い

る
が
、
革
命
後
の
軍
最
高
評
議
会
で
陸
軍
出
身
者
が
大
き
な
影
響
力

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
指
摘
は
こ
れ
ま
で
に
み
ら
れ
な
い
。

２
青
年
革
命
連
合

カ
イ
ロ
の
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場
に
集
ま
り
、
ム
バ
ー
ラ
ク
を
辞
任
に

追
い
込
ん
だ
勢
力
は
、
既
存
の
政
党
や
宗
教
組
織
、
近
年
新
し
く
結

成
さ
れ
た
民
主
化
運
動
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
勢
力
を
包
摂
し
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
比
較
的
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
「
四
月
六

日
運
動
」、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
の
「
我
ら
皆
が
ハ
ー
リ
ド
・
サ
イ
ー

ド
」
ブ
ロ
グ
に
共
鳴
す
る
若
者
た
ち
、「
変
化
の
た
め
の
国
民
団

体
」
な
ど
、
中
産
階
級
出
身
の
若
い
世
代
を
中
心
に
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
な
ど
の
新
し
い
情
報
機
器
を
媒
体
に
集
結
し
た

勢
力
で
あ
っ
た
。

革
命
後
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
勢
力
は
、
新
し
い
政
治
体
制
に
自
分

達
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
を
含
む
複
数
の

政
治
組
織
の
青
年
部
、
著
名
人
や
文
化
人
な
ど
も
加
え
て
「
青
年
革
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受
け
て
出
さ
れ
た
も
の
か
を
判
断
す
る
材
料
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く

軍
の
要
請
な
し
に
各
裁
判
所
が
独
自
に
判
断
し
て
決
定
を
下
し
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
二
〇
一
一
月
六
月
末
ま
で
の
段
階
で
は
、
軍
最

高
評
議
会
は
革
命
連
合
あ
る
い
は
世
論
の
要
求
の
大
半
を
受
け
入
れ

る
形
で
新
し
い
政
策
を
発
表
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
実
施

さ
れ
た
政
策
の
な
か
に
は
、
軍
が
主
導
的
に
進
め
た
も
の
も
み
ら
れ

る
。
そ
れ
ら
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
試
み

は
、
次
の
Ⅲ
章
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

２
エ
ジ
プ
ト
軍
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

一
八
日
間
に
わ
た
っ
た
国
内
の
動
乱
は
、
本
来
な
ら
政
権
の
側
に

あ
る
は
ず
の
軍
が
最
終
的
に
国
民
の
側
に
つ
く
こ
と
で
終
結
し
た
。

紙
面
が
限
ら
れ
る
た
め
、
軍
が
最
終
的
に
ム
バ
ー
ラ
ク
を
辞
任
に
追

い
込
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
の
考
察
は
他
稿
に
譲
る
と
し
、
こ
こ
で
は

軍
と
国
民
の
間
で
共
有
さ
れ
る
愛
国
主
義
、
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
（
ワ
タ
ニ
ー
ヤ
）
に
注
目
し
た
い
。

エ
ジ
プ
ト
軍
は
、
近
代
的
軍
隊
と
し
て
成
立
し
た
一
九
世
紀
初
頭

以
降
、
し
ば
し
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
作
用
し
た
と
思
わ
れ
る
政
治

的
な
行
動
を
取
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
一
八
八
二
年
に
起
き
た
オ

ラ
ー
ビ
ー
革
命
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ア
フ
マ
ド
・
オ
ラ
ー
ビ
ー
大
佐

が
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
支
配
や
ト
ル
コ
系
エ
リ
ー
ト
に
優
遇
さ
れ
た

社
会
政
治
構
造
の
是
正
を
唱
え
、
全
国
の
名
望
家
層
の
支
援
を
受
け

て
蜂
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
蜂
起
は
イ
ギ
リ
ス
軍
に
よ
っ
て
鎮

圧
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
運
動
の
源
流
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
七
年
に
起
き
た
食
糧
暴
動
も
注
目
に

値
す
る
。
経
済
の
門
戸
開
放
政
策
を
実
施
し
た
サ
ー
ダ
ー
ト
政
権

は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
指
導
を
受
け
て
小
麦
や
米
、
食
用
油
な
ど
に
対
す
る

要求 応答 理念共有

軍最高評議会

世論 世論
組織化されていない大衆

革命連合

司法

図１　政策決定過程における各アクタ―の関係
（出所）筆者作成。

１
各
ア
ク
タ
ー
の
関
係

ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ム
バ
ー
ラ
ク
か
ら
全
権
を
移
譲

さ
れ
た
軍
最
高
評
議
会
は
、
超
法
規
的
な
手
続
き
で
新
体
制
作
り
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ム
バ
ー
ラ
ク
が
辞
意
を
表
明
し

た
直
後
に
軍
最
高
評
議
会
が
発
表
し
た
声
明
文
で
は
、
軍
最
高
評
議

会
が
ム
バ
ー
ラ
ク
か
ら
委
譲
さ
れ
た
権
限
は
、「
大
統
領
の
権
限
」

で
は
な
く
憲
法
上
も
具
体
的
に
定
義
さ
れ
て
い
な
い
「
国
務
の
運

営
」
と
な
っ
て
い
る
。
軍
最
高
評
議
会
は
、
超
法
規
的
手
段
を
用
い

な
い
か
ぎ
り
短
期
の
改
革
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
あ
え
て

権
限
の
領
域
が
曖
昧
な
「
国
務
の
運
営
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
と

思
わ
れ
る
。

さ
て
、
ム
バ
ー
ラ
ク
が
「
国
務
の
運
営
」
と
い
う
権
限
を
移
譲
す

る
こ
と
が
、
法
的
に
問
題
が
あ
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
い
ず
れ
に

し
て
も
軍
最
高
評
議
会
の
指
導
の
下
、
新
し
い
政
治
制
度
の
枠
組
み

作
り
が
始
ま
っ
た
。
軍
最
高
評
議
会
が
こ
れ
ま
で
の
政
権
と
最
も
異

な
る
点
は
、
国
民
の
世
論
に
対
し
て
非
常
に
敏
感
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
情
報
端
末
を
駆
使
し
て
容
易
に
大
規
模

デ
モ
を
実
施
し
、
為
政
者
に
圧
力
を
か
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た

現
在
、
軍
最
高
評
議
会
は
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
に
専
用
ペ
ー
ジ
を
開

設
し
て
国
民
か
ら
の
意
見
や
質
問
を
受
け
つ
け
て
い
る
。
同
時
に
、

革
命
連
合
や
国
民
連
盟
を
構
成
す
る
団
体
と
も
積
極
的
に
協
議
す
る

機
会
を
設
け
て
い
る
。

一
方
、
直
接
対
話
や
デ
モ
を
実
施
す
る
な
ど
し
て
、
要
望
を
政
策

に
反
映
さ
せ
る
よ
う
軍
最
高
評
議
会
に
強
い
圧
力
を
か
け
て
い
る
の

が
革
命
連
合
で
あ
る
。
図
１
は
、
政
策
が
決
定
さ
れ
る
過
程
の
各
ア

ク
タ
ー
の
関
係
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
以

降
、
基
本
的
に
は
革
命
連
合
が
国
民
の
世
論
を
汲
み
上
げ
る
形
で
軍

最
高
評
議
会
側
に
要
求
を
提
示
し
、
そ
れ
を
軍
最
高
評
議
会
が
受
け

入
れ
る
と
い
う
流
れ
で
新
し
い
政
策
が
決
定
さ
れ
て
き
た
。

注
目
さ
れ
る
の
が
司
法
の
役
割
で
あ
る
。
ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
以

降
、
行
政
裁
判
所
を
中
心
と
す
る
判
事
ら
は
、
こ
れ
ま
で
ム
バ
ー
ラ

ク
政
権
に
対
し
て
起
こ
さ
れ
て
い
た
訴
え
に
次
々
と
判
決
を
下
し
て

い
る
。
検
察
当
局
も
ま
た
、
ム
バ
ー
ラ
ク
時
代
の
要
人
を
不
正
蓄
財

で
起
訴
し
て
い
る
。
革
命
連
合
と
司
法
は
、
汚
職
追
放
、
政
党
政
治

の
実
現
、
公
正
な
社
会
と
政
党
政
治
の
実
現
と
い
う
理
念
を
共
有
し

て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
司
法
は
結
果
と
し
て
、
革
命
連
合
や
世
論
の

要
望
が
実
行
さ
れ
る
よ
う
擁
護
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え

る
。
た
と
え
ば
、
最
高
行
政
裁
判
所
は
四
月
一
六
日
に
旧
与
党
国
民

民
主
党
の
解
散
と
そ
の
資
産
を
国
庫
へ
返
還
す
る
よ
う
判
決
を
下
し

た
。
ま
た
六
月
二
八
日
に
も
、
全
国
の
一
七
五
〇
カ
所
以
上
の
地
方

議
会
を
解
散
す
る
裁
定
を
下
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
後
実
施
さ
れ

る
議
会
選
挙
の
前
に
、
議
席
の
ほ
と
ん
ど
を
旧
与
党
が
独
占
す
る
地

方
議
会
を
解
散
し
て
、
そ
の
復
権
の
機
会
を
潰
す
こ
と
を
意
図
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
判
決
が
、
軍
最
高
評
議
会
の
要
請
を
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し
、
革
命
連
合
が
強
く
求
め
て
い
る
ム
バ
ー
ラ
ク
に
対
す
る
起
訴
に

は
当
初
消
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
ム
バ
ー
ラ
ク
に
対
す

る
訴
追
に
つ
い
は
、
Ⅳ
章
１
節
に
お
い
て
考
察
す
る
。

政
治
犯
の
釈
放

軍
最
高
評
議
会
の
実
施
し
た
政
策
の
な
か
で
特
筆
す
べ
き
は
、
ム

バ
ー
ラ
ク
政
権
が
一
貫
し
て
弾
圧
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
急
進
派
や

武
装
主
義
組
織
に
属
す
る
政
治
犯
の
大
量
釈
放
で
あ
る
。
ム
バ
ー
ラ

ク
辞
任
の
わ
ず
か
九
日
後
の
二
月
二
〇
日
に
は
、
サ
ラ
フ
ィ
ー
・
ジ

ハ
ー
ド
や
タ
ク
フ
ィ
ー
ル
ワ
ル
ヒ
ジ
ュ
ラ
に
加
え
、
一
九
八
一
年
に

サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
の
暗
殺
に
加
わ
り
、
一
九
九
〇
年
代
に
外
国
人

や
政
府
高
官
を
殺
害
す
る
な
ど
の
行
為
を
繰
り
返
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム

集
団
や
ジ
ハ
ー
ド
団
な
ど
の
複
数
の
イ
ス
ラ
ー
ム
武
装
主
義
組
織
に

属
す
る
政
治
犯
一
〇
九
名
が
釈
放
さ
れ
て
い
る
。
二
月
二
四
日
に
は

ジ
ハ
ー
ド
団
や
サ
ラ
フ
ィ
ス
ト
系
組
織
の
政
治
犯
四
二
名
、
三
月
七

日
に
三
四
名
、
シ
ナ
イ
半
島
北
部
の
刑
務
所
で
は
八
四
〇
名
、
三
月

二
日
に
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
副
最
高
指
導
者
で
二
〇
〇
八
年
に
懲

役
七
年
の
刑
を
受
け
た
ハ
イ
ラ
ト
・
シ
ャ
ー
テ
ィ
ル
が
釈
放
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
驚
く
べ
き
は
、
一
九
八
一
年
に
サ
ー
ダ
ー
ト
暗
殺
を

実
行
し
た
ジ
ハ
ー
ド
連
合
の
精
神
的
指
導
者
と
さ
れ
、
刑
期
を
終
え

て
も
釈
放
さ
れ
な
か
っ
た
ア
ッ
ブ
ー
ド
・
ア
ル
＝
ズ
ム
ル
と
弟
の

タ
ー
レ
ク
・
ア
ル
＝
ズ
ム
ル
の
釈
放
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
釈
放
さ

れ
た
政
治
犯
の
正
確
な
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
総
計
は
千
単
位

に
及
ぶ
と
思
わ
れ
る＊

３

。

２
政
治
制
度
改
革

軍
最
高
評
議
会
が
こ
れ
ま
で
に
着
手
し
た
政
治
制
度
改
革
は
、
憲

法
と
政
党
法
の
部
分
改
正
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

憲
法
の
部
分
改
正

ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
後
、
大
統
領
の
不
在
、
国
会
に
当
た
る
人
民

議
会
と
立
法
権
の
な
い
諮
問
評
議
会
と
い
う
二
つ
の
議
会
が
停
止
さ

れ
た
状
態
の
な
か
、
軍
最
高
評
議
会
が
最
初
に
着
手
し
た
の
が
、
停

止
さ
れ
た
憲
法
の
改
正
で
あ
っ
た
。
改
正
に
当
た
っ
て
エ
ジ
プ
ト
国

民
を
驚
か
せ
た
の
は
、
ム
バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
か
ら
わ
ず
か
四
日
後

に
、
軍
最
高
評
議
会
が
改
正
草
案
を
作
成
す
る
た
め
に
任
命
し
た

「
二
〇
一
一
年
エ
ジ
プ
ト
憲
法
再
考
委
員
会
（Lajna M

urāja

�a al-
D

ustūr al-M
i ṣrīya 

二
〇
一
一
）」
の
顔
ぶ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
委

員
会
は
、
著
名
な
学
者
で
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
勢
力
に
理
解
が
あ
る

タ
ー
リ
ク
・
ビ
シ
ュ
リ
ー
判
事
を
委
員
長
に
、
憲
法
学
者
、
裁
判
所

判
事
、
法
律
家
な
ど
計
八
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
注
目
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
な
か
に
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
主
要
な
メ
ン
バ
ー
で
二
〇
〇

五
年
の
議
会
選
挙
で
国
会
議
員
に
当
選
し
た
法
律
家
、
ス
ブ
ヒ
ー
・

サ
ー
リ
ハ
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
リ
ハ
は
、
選
挙
で

は
旧
与
党
と
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
間
で
熾
烈
な
争
い
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
で
知
ら
れ
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
県
ラ
ム
ル
地
区
選
出
で
、
議

会
で
躍
進
す
る
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
象
徴
的
存
在
で
も
あ
っ
た
。
こ

補
助
金
を
削
減
、
そ
れ
に
よ
り
パ
ン
の
価
格
が
上
昇
し
、
エ
ジ
プ
ト

全
土
に
お
い
て
食
糧
暴
動
が
発
生
し
た
。
こ
の
暴
動
は
、
タ
ハ
リ
ー

ル
広
場
に
軍
が
展
開
し
た
こ
と
を
受
け
て
サ
ー
ダ
ー
ト
が
補
助
金
の

削
減
を
撤
回
し
、
終
息
に
向
か
っ
た
。

歴
史
的
に
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
守
護
し
て
き
た
の
は
国
家
の
主
権
で

あ
り
、
政
権
を
守
護
す
る
の
は
内
務
省
管
轄
の
秘
密
警
察
や
治
安
警

察
の
役
割
で
あ
っ
た
。
共
和
制
を
樹
立
し
た
一
九
五
二
年
七
月
革
命

以
来
の
政
治
秩
序
の
崩
壊
と
い
う
危
機
に
際
し
、
軍
の
元
帥
が
自
ら

デ
モ
隊
が
結
集
す
る
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場
に
出
向
い
て
国
民
と
対
話
を

試
み
た
り
、
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
の
崩
壊
後
に
新
し
い
政
治
制
度
を
模

索
す
る
姿
勢
に
は
、
エ
ジ
プ
ト
軍
が
内
包
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

一
端
が
み
て
と
れ
る
。

Ⅲ
軍
最
高
評
議
会
に
よ
る
新
体
制
の

枠
組
み
作
り
の
特
徴

軍
最
高
評
議
会
が
目
指
す
、
こ
れ
ま
で
の
与
党
国
民
民
主
党
を
中

心
と
し
た
国
家
体
制
に
代
わ
る
新
た
な
体
制
と
は
い
か
な
る
も
の
だ

ろ
う
か
。
軍
最
高
評
議
会
が
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
政
策
を
、
社
会
と

政
治
の
環
境
づ
く
り
と
政
治
制
度
改
革
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
み

る
。

１
環
境
作
り

軍
最
高
評
議
会
は
、
新
し
い
体
制
の
構
築
に
向
け
た
環
境
づ
く
り

と
し
て
、
汚
職
の
追
放
と
政
治
犯
の
釈
放
を
実
施
し
て
い
る
。

汚
職
追
放

ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
崩
壊
後
、
最
初
に
着
手
し
た
の
が
、
革
命
の
主

要
な
要
因
と
な
っ
た
前
政
権
の
汚
職
に
対
す
る
追
及
で
あ
る
。
ム

バ
ー
ラ
ク
の
辞
任
か
ら
六
月
末
ま
で
に
、
ム
バ
ー
ラ
ク
を
含
め
た
前

政
権
の
閣
僚
、
実
業
家
な
ど
多
く
が
起
訴
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
起

訴
さ
れ
た
の
は
、
治
安
警
察
を
統
括
し
、
体
制
が
崩
壊
す
る
直
前
に

デ
モ
隊
へ
の
発
砲
を
命
じ
た
と
さ
れ
る
内
務
大
臣
、
閣
僚
の
な
か
で

も
巨
大
な
利
権
を
持
つ
役
職
で
あ
る
観
光
大
臣
と
住
宅
大
臣
、
そ
し

て
、
旧
与
党
中
央
書
記
兼
政
治
局
員
で
、
中
東
地
域
に
お
け
る
鉄
鋼

最
大
手
イ
ッ
ズ
鉄
鋼
の
所
有
者
ア
フ
マ
ド
・
イ
ッ
ズ
で
あ
る
。
イ
ッ

ズ
は
ム
バ
ー
ラ
ク
の
後
継
者
と
さ
れ
た
次
男
ガ
マ
ー
ル
の
側
近
で
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
の
エ
ジ
プ
ト
の
市
場
経
済
化
の
帰
結
で
あ
る
ク

ロ
ー
ニ
ー
キ
ャ
ピ
タ
リ
ズ
ム
の
象
徴
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の

後
、
首
相
、
広
報
大
臣
、
財
務
大
臣
、
人
民
議
会
議
長
な
ど
旧
体
制

で
長
期
間
役
職
に
あ
っ
た
閣
僚
や
、
政
権
の
保
護
の
も
と
で
不
正
取

引
を
行
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
政
商
が
短
期
間
で
次
々
と
起
訴
さ
れ
た
。

前
政
権
の
汚
職
追
及
、
と
く
に
ガ
マ
ー
ル
の
側
近
の
起
訴
に
つ
い

て
は
、
軍
最
高
評
議
会
も
概
ね
賛
同
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か



142143 エジプト革命以後の新体制形成過程における軍の役割

基
盤
と
し
た
政
党
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
旧
政
党
法
で
は
、
宗
教

を
基
盤
と
し
た
政
党
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
改
正
政
党
法
に
つ
い
て

も
、
こ
れ
ま
で
同
様
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
政
党
の
認
可
の
段
階

に
な
る
と
政
党
委
員
会
は
事
実
上
、
宗
教
を
基
盤
と
し
た
政
党
を
認

め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
二
月
一
九
日
に
は
、
一
五
年
間
に
わ
た
り

政
党
の
設
立
申
請
が
却
下
さ
れ
て
い
た
元
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
員
に

よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
ワ
サ
ト
党
が
政
党
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
そ
し

て
、
事
実
上
の
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
政
党
で
あ
る
自
由
公
正
党
も
ま

た
認
可
を
受
け
て
い
る
。
六
月
に
な
る
と
、
サ
ラ
フ
ィ
ス
ト
（
イ
ス

ラ
ー
ム
超
保
守
派
）
に
よ
っ
て
ヌ
ー
ル
党
が
、
そ
し
て
ジ
ハ
ー
ド
団

が
、
カ
マ
ー
ル
・
ア
ル
＝
サ
イ
ー
ド
・
ハ
ビ
ー
ブ
を
党
主
に
、
コ
プ

ト
教
徒
や
女
性
の
入
党
も
認
め
る
安
全
開
発
党
を
結
成
し
て
い
る
。

以
上
の
通
り
、
憲
法
改
正
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
ム
ス
リ
ム
同
胞

団
員
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
武
装
主
義
者
と
さ
れ
た

政
治
犯
の
大
量
釈
放
、
事
実
上
の
宗
教
政
党
の
認
可
な
ど
を
鑑
み
る

に
、
軍
最
高
評
議
会
は
宗
教
勢
力
に
よ
る
政
治
活
動
に
一
定
の
理
解

を
示
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
ジ
プ
ト
は
、
ア

ラ
ブ
諸
国
の
な
か
で
も
生
活
に
宗
教
が
根
付
い
て
い
る
国
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
宗
教
を
基
盤
と
し
た
政
党
が
認
め
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
軍
最
高
評
議
会
に
よ
る
事
実
上
の
宗
教
政
党
の

容
認
は
、
必
然
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ⅳ
譲
歩
す
る
軍
最
高
評
議
会

軍
最
高
評
議
会
に
よ
る
新
し
い
政
治
体
制
の
枠
組
み
作
り
は
、
概

ね
国
民
の
要
求
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
府
の
人
事
や
ム

バ
ー
ラ
ク
に
対
す
る
裁
き
の
姿
勢
、
そ
の
手
順
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
は

両
者
の
間
で
し
ば
し
ば
意
見
が
対
立
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
抗
議
運

動
が
激
化
し
た
末
、
最
終
的
に
軍
最
高
評
議
会
が
譲
歩
す
る
に
致
っ

て
い
る
。

１
こ
れ
ま
で
の
譲
歩

ム
バ
ー
ラ
ク
辞
任
以
後
、
エ
ジ
プ
ト
社
会
が
新
し
い
体
制
の
構
築

に
向
け
動
き
出
す
な
か
、
軍
最
高
評
議
会
は
政
変
中
に
ム
バ
ー
ラ
ク

に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
元
空
軍
大
将
の
ア
フ
マ
ド
・
シ
ャ
フ
ィ
ー
ク

を
首
相
と
し
て
留
任
さ
せ
た
。
反
革
命
の
動
き
を
警
戒
し
た
革
命
連

合
は
、
首
相
の
辞
任
要
求
を
強
め
て
い
く
。
ム
バ
ー
ラ
ク
辞
任
か
ら

約
三
週
間
後
の
三
月
四
日
、
革
命
連
合
は
軍
最
高
評
議
会
に
対
し
て

首
相
候
補
と
し
て
三
名
を
提
示
、
軍
最
高
評
議
会
が
首
相
に
選
ん
だ

の
が
イ
サ
ー
ム
・
シ
ャ
ラ
フ
元
運
輸
大
臣
で
あ
っ
た
。
以
降
、
革
命

連
合
か
ら
軍
最
高
評
議
会
に
対
す
る
要
求
は
い
っ
そ
う
強
ま
っ
て
い

く
。
以
下
、
こ
れ
ま
で
軍
が
譲
歩
し
た
主
な
も
の
を
あ
げ
る
。

れ
ら
の
点
か
ら
、
軍
最
高
評
議
会
は
政
治
を
司
る
こ
と
に
な
っ
た
最

初
の
段
階
か
ら
、
歴
代
政
権
が
弾
圧
し
続
け
て
き
た
宗
教
勢
力
に
対

し
て
大
幅
に
歩
み
寄
る
姿
勢
を
見
せ
た
と
い
え
る
。

憲
法
の
な
か
で
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
内
容
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。
大
統
領
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
大
統
領
任
期
は
六
年
か
ら

四
年
に
短
縮
、
こ
れ
ま
で
制
限
の
な
か
っ
た
多
選
に
つ
い
て
は
三
選

が
禁
止
さ
れ
、
任
期
は
八
年
ま
で
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
就
任
以
来

三
〇
年
に
わ
た
っ
て
不
在
で
あ
っ
た
副
大
統
領
職
は
、
大
統
領
選
出

後
六
〇
日
以
内
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
統
領
選
挙
に
つ
い
て
は
、
三
〇
名
の
人
民
議
会
議
員
に
よ
る
推

薦
が
あ
れ
ば
無
所
属
で
も
立
候
補
が
可
能
と
改
正
さ
れ
た
。
こ
れ
ま

で
の
人
民
議
会
議
員
六
五
名
、
諮
問
議
会
議
員
二
五
名
、
県
議
会
議

員
一
四
〇
、
合
計
二
三
〇
名
の
推
薦
が
必
要
だ
っ
た
旧
条
項
と
比
較

す
る
と
大
幅
な
緩
和
と
い
え
る
。

選
挙
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
旧
条
項
で
は
投
票
の
監
視
は
、
警

察
と
、
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
委
員
で
構
成
さ
れ
る
高
等
選
挙

委
員
会
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
た
が
、
新
政
党
法
で

は
判
事
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
も
の
と
改
正
さ
れ
た
。
ま
た
、
国
会

議
員
の
資
格
を
剥
奪
す
る
か
否
か
の
審
議
は
、
議
会
が
特
定
の
政
党

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
場
合
の
対
策
と
し
て
、
議
会
か
ら
最
高
裁
へ

と
移
さ
れ
た
。
ム
バ
ー
ラ
ク
政
権
の
強
権
支
配
を
法
的
に
支
え
て
き

た
令
状
な
し
の
逮
捕
を
可
能
に
す
る
非
常
事
態
法
は
、
現
在
の
二
年

ご
と
の
議
会
に
お
け
る
承
認
か
ら
、
施
行
期
間
を
最
大
六
ヵ
月
と

し
、
延
長
す
る
場
合
は
国
民
投
票
に
掛
け
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
一
九
八
一
年
の
サ
ー
ダ
ー
ト
暗
殺
時
か
ら
施
行
さ
れ
て
き
た
非

常
事
態
法
は
、
事
実
上
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

政
党
法
の
改
正

政
党
の
扱
い
に
つ
い
て
も
大
幅
な
改
革
が
実
施
さ
れ
た
。
エ
ジ
プ

ト
は
、
制
度
と
し
て
は
一
九
七
七
年
か
ら
複
数
政
党
制
を
導
入
し
て

い
る
。
し
か
し
、
政
党
の
設
立
は
政
党
法
（
一
九
七
七
年
第
四
〇
号

法
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
委
員
で
構

成
さ
れ
る
政
党
委
員
会
に
よ
る
審
査
を
経
る
よ
う
義
務
付
け
ら
れ
て

き
た
。
つ
ま
り
、
複
数
政
党
制
を
採
用
し
な
が
ら
、
政
府
に
脅
威
と

な
る
恐
れ
の
あ
る
組
織
は
政
党
と
し
て
認
可
さ
れ
な
い
と
い
う
仕
組

み
で
あ
る
。
こ
の
事
態
を
正
す
た
め
、
軍
最
高
評
議
会
は
三
月
二
八

日
、
書
簡
第
一
二
号
を
発
表
し
て
改
正
政
党
法
の
中
身
を
公
表
す

る
。
こ
の
改
正
は
、
憲
法
の
よ
う
な
草
案
検
討
委
員
会
が
組
織
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
軍
最
高
評
議
会
が
改
正
政
党
法
を
一
方
的
に

宣
言
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
改
正
政
党
法
の
成
立
に
よ

り
、
政
党
設
立
を
審
議
す
る
政
党
委
員
会
の
構
成
員
は
、
政
府
に
よ

る
任
命
か
ら
、
最
高
裁
の
第
一
副
裁
判
所
長
（
委
員
長
）、
高
等
司

法
評
議
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
最
高
裁
副
裁
判
所
長
二
名
、
高
等
司

法
評
議
会
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
二
名
の
高
等
裁
判
所
長
、
特
別
会
議

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
国
家
評
議
会
の
副
議
長
二
名
と
い
う
、
裁
判
所

の
判
事
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

改
正
さ
れ
た
政
党
法
の
な
か
で
最
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、
宗
教
を
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由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
二
点
あ
る
。
一
つ
は
、
国
民
か
ら
の
期

待
に
応
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
軍
の
名
声
と
信
頼
が
失
墜
す
る
こ
と
、

あ
と
一
つ
は
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
て
い
る
現

在
、
国
民
の
要
求
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
青
年
将
校
に
よ

る
離
反
、
さ
ら
に
は
ク
ー
デ
タ
ー
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
ま
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

ム
バ
ー
ラ
ク
を
辞
任
に
追
い
込
ん
だ
民
主
化
勢
力
の
中
心
と
な
っ

た
の
は
、
二
〇
代
、
三
〇
代
を
中
心
と
し
た
比
較
的
若
い
世
代
で
あ

る
。
政
権
側
と
デ
モ
隊
が
対
峙
す
る
な
か
、
将
校
の
な
か
に
は
デ
モ

隊
側
に
加
わ
る
者
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
革
命
の
達
成
に
よ
っ
て
さ
ら

に
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
ま
る
と
、
青
年
将
校
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
ー
の
可
能
性
は
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
端
的
に
表
す
事
件
が
、
四
月
八
日
か
ら
九
日
早
朝
に
か
け

て
発
生
し
た
青
年
将
校
に
よ
る
軍
か
ら
の
集
団
離
反
で
あ
っ
た
。
四

月
八
日
、
タ
ハ
リ
ー
ル
広
場
に
お
い
て
ム
バ
ー
ラ
ク
と
そ
の
家
族
の

起
訴
を
求
め
る
大
規
模
な
デ
モ
が
発
生
し
た
が
、
こ
の
抗
議
デ
モ
に

「
誇
り
あ
る
軍
将
校
団
（Ẓubbā ṭ al-Jaish al-Shurafā

�）」
と
名
乗

る
中
尉
を
中
心
と
す
る
青
年
将
校
十
数
名
が
合
流
、
軍
に
対
し
要
求

を
突
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
青
年
将
校
が
声
明
文
を
読
み
上
げ
、
そ

の
後
鎮
圧
さ
れ
る
ま
で
の
様
子
は
、
デ
モ
隊
に
よ
っ
て
撮
影
さ
れ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
要
求
内
容
は
、（
一
）
軍

最
高
評
議
会
の
解
散
、（
二
）
タ
ン
タ
ー
ウ
ィ
ー
軍
最
高
評
議
会
議

長
の
辞
任
、（
三
）
文
民
最
高
評
議
会
の
結
成
、（
四
）
政
変
時
に
国

民
に
対
し
て
暴
力
の
行
使
を
命
じ
た
責
任
者
の
究
明
と
早
期
の
裁
判

で
あ
る
。
こ
の
映
像
の
な
か
で
、
青
年
将
校
ら
は
理
想
と
す
る
新
体

制
に
対
す
る
自
ら
の
思
い
を
述
べ
て
い
る
が
、
特
徴
的
な
の
は
彼
ら

の
主
張
の
な
か
に
「
人
民
（sha

�b

）」
と
い
う
言
葉
が
多
く
引
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
事
件
の
青
年
将
校
の
よ
う
に
、
軍
人
と

し
て
よ
り
も
、
一
人
の
エ
ジ
プ
ト
人
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
が
勝
る
青
年
将
校
は
他
に
も
多
く
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
ク
ー
デ
タ
ー
的
な
離
反
に
対
し
て
、
軍
は
強
制
排
除
に
乗
り
出

し
て
事
態
を
収
拾
し
た
。
そ
し
て
、
軍
報
道
官
は
「
誇
り
あ
る
軍
将

校
団
」
と
称
し
た
者
達
は
軍
服
を
着
て
は
い
る
が
本
物
の
軍
人
で
は

な
い
と
述
べ
、
軍
内
部
の
規
律
の
乱
れ
を
否
定
し
た＊

６

。

先
述
の
通
り
、
こ
の
事
件
の
発
生
の
後
、
軍
最
高
評
議
会
は
ム

バ
ー
ラ
ク
一
家
を
不
正
蓄
財
や
デ
モ
弾
圧
の
容
疑
で
取
り
調
べ
る
声

明
を
発
表
、
検
察
当
局
が
長
男
ア
ラ
ア
と
次
男
ガ
マ
ー
ル
を
カ
イ
ロ

へ
移
送
し
起
訴
す
る
こ
と
を
黙
認
し
た
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
軍
最
高
評
議
会
が
実
施
し
て
き
た
政
策
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
イ
ス
ラ
ー
ム
勢
力
に
よ
る
政
治
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
エ
ジ
プ
ト
人
は
元
来
非
常
に
宗
教
心
篤
い
国
民
で
、
軍
人

の
な
か
に
も
個
人
と
し
て
信
仰
深
く
、
宗
教
勢
力
に
理
解
の
あ
る
も

ム
バ
ー
ラ
ク
一
家
の
不
正
蓄
財
と 

政
変
中
の
犯
罪
行
為
に
対
す
る
調
査
と
起
訴

革
命
連
合
と
軍
最
高
評
議
会
の
関
係
は
、
革
命
連
合
が
求
め
て
い

た
憲
法
の
部
分
改
正
否
決
が
国
民
投
票
に
よ
り
却
下
さ
れ
て
以
降
、

次
第
に
悪
化
し
て
い
た
。
遂
に
両
者
の
関
係
の
悪
化
が
表
面
化
す
る

出
来
事
が
四
月
八
日
に
発
生
す
る
。
革
命
連
合
は
、
か
ね
て
か
ら
ム

バ
ー
ラ
ク
一
家
の
起
訴
を
求
め
て
い
た
が
、
こ
の
要
求
が
大
規
模
な

デ
モ
に
ま
で
発
展
す
る
と
、
若
手
将
校
が
軍
か
ら
離
脱
、
デ
モ
隊
側

に
合
流
し
た
の
で
あ
る
（
以
下
Ⅳ
章
２
節
で
詳
述
）。
こ
の
事
件
を

受
け
て
、
軍
は
四
月
一
三
日
に
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
上
に
軍
最
高
評
議

会
書
簡
第
三
五
号
を
発
表
し
、
ム
バ
ー
ラ
ク
と
そ
の
家
族
の
不
正
蓄

財
と
政
変
時
に
お
け
る
国
民
に
対
す
る
弾
圧
に
つ
い
て
、
本
格
的
に

調
査
す
る
こ
と
を
国
民
に
約
束
し
た＊

４

。
最
初
に
糾
弾
さ
れ
た
の
は
ム

バ
ー
ラ
ク
の
二
人
の
息
子
で
あ
っ
た
。
二
人
は
同
日
、
滞
在
し
て
い

た
紅
海
沿
岸
の
リ
ゾ
ー
ト
地
シ
ャ
ル
メ
ル
シ
ェ
イ
ク
か
ら
カ
イ
ロ
に

移
送
さ
れ
、
起
訴
さ
れ
て
い
る
。
息
子
の
カ
イ
ロ
へ
の
移
送
と
い
う

事
態
を
受
け
、
ム
バ
ー
ラ
ク
夫
人
の
ス
ー
ザ
ン
は
、
個
人
財
産
を
国

に
返
納
す
る
こ
と
で
起
訴
を
免
れ
た
。
ム
バ
ー
ラ
ク
に
つ
い
て
は
、

取
り
調
べ
を
受
け
た
五
月
一
二
日
か
ら
体
調
不
良
を
訴
え
て
入
院
す

る
事
態
と
な
っ
た
が
、
検
察
当
局
は
五
月
二
四
日
に
は
デ
モ
隊
に
対

し
て
暴
力
を
行
使
し
た
容
疑
で
出
廷
を
命
じ
て
い
る＊

５

。
し
か
し
、
軍

最
高
評
議
会
は
有
罪
と
な
れ
ば
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
の
案
件
に

対
し
て
は
、
ム
バ
ー
ラ
ク
本
人
の
体
調
不
良
を
理
由
に
、
カ
イ
ロ
へ

の
移
送
を
再
三
拒
否
し
て
い
る
。
第
四
次
中
東
戦
争
の
功
労
者
で
あ

り
、
大
統
領
と
し
て
長
年
軍
の
最
高
司
令
官
の
座
に
あ
っ
た
ム
バ
ー

ラ
ク
を
裁
判
の
場
に
立
た
せ
糾
弾
す
る
こ
と
に
は
、
お
そ
ら
く
軍
最

高
評
議
会
と
し
て
も
避
け
た
い
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
闇
に
包
ま

れ
た
軍
の
利
権
を
守
る
意
味
で
も
都
合
が
悪
い
と
い
う
の
が
考
え
ら

れ
る
理
由
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
コ
プ
ト
派
知
事
の
人
事
撤
回

軍
最
高
評
議
会
は
、
革
命
後
に
い
く
つ
か
の
県
の
知
事
を
新
た
に

任
命
し
て
い
る
が
、
新
た
に
任
命
さ
れ
た
エ
ジ
プ
ト
南
部
ケ
ナ
ー
県

の
知
事
は
キ
リ
ス
ト
教
コ
プ
ト
派
で
あ
っ
た
。
す
る
と
、
四
月
一
四

日
に
は
知
事
の
辞
任
を
求
め
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
住
民
に
よ
る
大

規
模
な
抗
議
デ
モ
が
発
生
、
軍
最
高
評
議
会
は
い
っ
た
ん
は
住
民
の

求
め
を
拒
否
し
た
が
、
怒
っ
た
住
民
が
鉄
道
を
閉
鎖
す
る
な
ど
デ
モ

が
拡
大
し
た
。
軍
最
高
評
議
会
は
、
デ
モ
に
宗
教
勢
力
が
多
く
参
加

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
革
命
以
後
激
化
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
と
コ

プ
ト
の
武
力
衝
突
が
全
土
に
波
及
す
る
こ
と
を
恐
れ
、
遂
に
同
月
二

五
日
に
は
知
事
の
権
限
停
止
を
発
表
、
新
た
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の

知
事
を
任
命
す
る
こ
と
で
一
〇
日
以
上
続
い
た
南
部
エ
ジ
プ
ト
の
混

乱
を
収
束
さ
せ
た
。

２
譲
歩
す
る
理
由

軍
最
高
評
議
会
が
、
国
民
か
ら
の
要
求
に
譲
歩
し
続
け
て
い
る
理
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＊ 

６ 
http://w

w
w

.alm
asry-alyoum

.com
/default.aspx?IssueID

=2101

（
二
〇
一
一
年
四
月
一
〇
日
）
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の
も
多
い
。
現
時
点
で
明
白
な
の
は
、
エ
ジ
プ
ト
軍
は
ト
ル
コ
軍
の

よ
う
な
世
俗
主
義
を
是
と
す
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
革
命
に
よ
っ
て
高
揚
し
た
エ
ジ
プ
ト
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
、
反
イ
ス
ラ
エ
ル
運
動
の
形
で
具
現
化
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
ア
ラ

ブ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
（
カ
ウ
ミ
ー
ヤ
）
を
高
揚
さ
せ
た
。
革
命

後
、
エ
ジ
プ
ト
軍
は
一
九
七
九
年
の
イ
ラ
ン
革
命
以
来
初
め
て
イ
ラ

ン
軍
艦
の
ス
エ
ズ
運
河
通
過
を
認
め
、
イ
ス
ラ
エ
ル
を
震
撼
さ
せ

た
。
国
民
レ
ベ
ル
で
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
へ
の
天
然
ガ
ス
輸
出
を
差
し

止
め
る
世
論
が
高
ま
る
な
ど
、
両
国
の
関
係
は
徐
々
に
悪
化
す
る
方

向
に
向
か
っ
て
い
る
。
軍
最
高
評
議
会
が
最
初
の
道
筋
を
つ
け
た
新

し
い
政
治
体
制
は
、
将
来
的
に
、
ア
メ
リ
カ
と
の
良
好
な
関
係
を
基

盤
に
し
て
い
る
軍
の
利
害
と
反
す
る
結
果
を
招
く
可
能
性
も
排
除
で

き
な
い
。

国
民
が
、
支
配
者
に
大
き
な
圧
力
を
か
け
る
に
は
デ
モ
と
い
う
名

の
路
上
占
拠
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
現
在
、
今
後
い
か
な
る

人
物
が
大
統
領
に
就
任
し
て
も
、
世
論
に
ひ
ど
く
敏
感
な
政
府
に
な

る
だ
ろ
う
。
国
民
の
要
求
と
国
益
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で

は
な
い
。
時
に
は
感
情
的
に
な
る
世
論
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
、
難
し
い
舵
取
り
は
新
体
制
下
で
選
出
さ
れ
る
大
統
領
に
委
ね
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。

◉
注

＊ 

１ 

こ
の
連
合
に
参
加
し
て
い
る
人
物
は
、「
我
ら
皆
が
ハ
ー
リ
ド
・

サ
イ
ー
ド
」
の
ブ
ロ
グ
立
ち
上
げ
者
で
グ
ー
グ
ル
中
東
の
販
売
部
門
責

任
者
ワ
ー
イ
ル
・
ゴ
ニ
ー
ム
、
映
画
製
作
者
ア
ム
ル
・
サ
ラ
ー
マ
、「
四

月
六
日
運
動
」
の
主
催
者
で
あ
る
ア
フ
マ
ド
・
マ
ー
ヘ
ル
、
ア
ス
マ
・

マ
ハ
フ
ー
ズ
、「
元
Ｉ
Ａ
Ｅ
Ａ
事
務
局
長
ア
ル
＝
バ
ラ
ー
ダ
イ
ー
を
支

持
す
る
集
団
」
の
メ
デ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
あ
る
ア
ブ
ド
ゥ
ル

ラ
フ
マ
ン
・
サ
ミ
ー
ル
、
民
主
前
線
党
の
シ
ャ
ー
デ
ィ
ー
・
ガ
ザ
ー

リ
ー
・
ハ
ル
ブ
、
ア
ム
ル
・
サ
ラ
ー
ハ
な
ど
で
あ
る
。

＊ 

２ 

革
命
連
合
に
つ
い
て
は
連
合
の
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
参
照

（http://w
w

w
.facebook.com

/Revolution.coalition#!/Coalition.
O

f.Y
outh.Revolution?sk=info

）。

＊ 

３ 
http://w

w
w

.cageprisoners.com
/our-w

ork/opinion-editorial/
item

/1825-egypt-som
e-progress-on-the-release-of-political-prisoners-

and-dism
antling-the-security-state?tm

pl=com
ponent&

print=1

（
二

〇
一
一
年
三
月
七
日
）

＊ 

４ 

二
月
九
日
に
ア
フ
マ
ド
・
シ
ャ
フ
ィ
ー
ク
首
相
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
、
一
月
二
五
日
か
ら
二
月
九
日
ま
で
の
政
変
最
中
に
発
生
し
た
衝

突
に
つ
い
て
事
実
関
係
を
調
査
す
る
事
実
究
明
調
査
委
員
会
（Lajna 

al-T
a ḥqīq w

a T
aqa ṣṣī al- Ḥ

aqā

�iq

）
は
、
ム
バ
ー
ラ
ク
辞
任
後
も
調

査
を
継
続
し
て
い
る
。

＊ 
５ 

五
月
二
八
日
、
カ
イ
ロ
の
行
政
裁
判
所
は
ム
バ
ー
ラ
ク
が
政
変
中

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
遮
断
を
命
じ
た
こ
と
で
国
家
の
経
済
に
損
害
を

与
え
た
と
し
て
有
罪
の
判
決
を
言
い
渡
し
、
罰
金
二
億
エ
ジ
プ
ト
ポ
ン

ド
（
二
〇
一
一
年
六
月
の
為
替
レ
ー
ト
で
約
三
〇
億
円
）
の
支
払
い
を

命
じ
た
。


